
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
所
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
都
市
計
画
課
）

一

告

示

�
保
安
林
の
指
定

（
み
ど
り
整
備
課
）

三

�
保
安
林
の
指
定
の
解
除

（

〃

）

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）

（
道
路
保
全
課
）

四

�
河
川
区
域
の
変
更

（
河
川
砂
防
課
）

六

�
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
事
務
の
委
託

（
港

湾

課
）

�
高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
の
解
除

（

〃

）

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
号
（
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号

に
規
定
す
る
数
値
の
決
定
）
の
一
部
改
正

（
住

宅

課
）

公

告

�
香
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
計
画
の
案
の
縦
覧

（
み
ど
り
整
備
課
）

七

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
二
件
）
（
経
営
支
援
課
）

�
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知

（
労
働
政
策
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

八

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

九

香
川
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
所
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
九
十
八
号

香
川
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
所
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
所
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香
川
県
開
発
登
録
簿
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
則

第
六
条
中
「
登
録
簿
の
」
を
「
都
市
計
画
法
第
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
簿
の
」
に
、
「

開
発
登
録
簿
謄
本
交
付
申
請
書
」
を
「
開
発
登
録
簿
謄
本
交
付
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。第

五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
閲
覧
簿
」
を
「
閲
覧
票
」
に
、
「
及
び
閲
覧
理
由
を
記
入
し
、
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
」
を
「
そ
の
他
所
定
の
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
閲
覧
時
間
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
開
発
登
録
簿
（
以
下
「
登
録

簿
」
と
い
う
。
）
」
を
「
登
録
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
閲
覧
に
」
を
「
、
閲
覧
に
」
に
、
「
伸

縮
す
る
」
を
「
変
更
す
る
」
に
、
「
そ
の
旨
」
を
「
、
そ
の
旨
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
開
発

登
録
簿
（
以
下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第９０号

平 成１５年

１１月１４日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

一



香川県証紙欄

（消印してはな
らない。）

枚

開 発 許 可 を 受 け た 者 の

氏 名 又 は 名 称

開 発 区 域 に 含 ま れ る

地 域 の 名 称

謄 本 の 必 要 枚 数

（日本工業規格Ａ列４番）

年 月 日

請求者 住 所

氏 名

法人にあつては、その�
�
��

�
�
�	名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

次のとおり開発登録簿の謄本の交付を請求します。

開発登録簿謄本交付請求書

香川県知事 殿

別記様式（第７条関係）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

二



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
別
記
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
修
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
１

指
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
箕
浦
字
山
分
乙
未
八
一
の
一
五

２

指
定
の
目
的

公
衆
の
保
健

３

指
定
施
業
要
件




立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
町
に
係
る
町
森

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。



間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
瀧
ノ
下
五
〇
八
〇
の
一
、
五
〇
八
〇
の
四
、
五
〇
八
〇
の
六

２

指
定
の
目
的

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

３

指
定
施
業
要
件




立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
町
に
係
る
町
森

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。



間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
並
び
に
豊

浜
町
農
林
水
産
課
及
び
池
田
町
産
業
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
野
字
目
見
ヶ
谷
二
三
一
二
の
五
・
二
三
一
三
の
一
・
二
三
二
〇
の
一
・
二
三

二
一
の
五
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
三
〇
四
の
三
、
二
三
〇
四
の

四
、
二
三
〇
五
の
三
、
二
三
〇
六
の
二
、
二
三
〇
六
の
三
か
ら
二
三
〇
六
の
五
ま
で
、
二
三
〇
七
の
三
、

二
三
〇
七
の
四
、
二
三
一
一
の
三
、
二
三
一
一
の
四
、
二
三
一
二
の
三
、
二
三
一
二
の
四
、
二
三
一
三

の
三
、
二
三
一
三
の
四
、
二
三
二
〇
の
三
、
二
三
二
一
の
一
、
二
三
二
一
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
及
び
池
田
町
産
業
振

興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第

四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

告

示

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
又
は
施
設
の

名
称
及
び
所
在
地

申
請
者
又
は
開
設
者
の

名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及

び

主

た

る

事
務
所
の
所
在
地

指

定

年

月

日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
一
七
〇

一
一
一
〇
四

塩
江
町
国
民
健
康
保
険
塩

江
病
院

塩
江
町

塩
江
町
長

中
井
弘

平
成
十
五
年

十
一
月
一
日

介
護
療
養

型
医
療
施

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

大
内
白
鳥
イ
ン
タ
ー
線
（
四
十
一
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原

上
東
九
九
番
地
―
一

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原

下
第
二
号
一
六
四
五

設

三
七
七
〇
一

〇
二
六
五
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

か
に

高
松
市
檀
紙
町
八
五
一
番

地
六

有
限
会
社
か
に
調
剤
薬
局

代
表
取
締
役

古
川
謙
二

高
松
市
香
西
本
町
二
五
六

番
地
五

〃

通
所
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
六
六
七

ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ
フ
愛
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

高
松
市
円
座
町
一
三
〇
〇

―
二

株
式
会
社
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ

フ
愛

代
表
取
締
役

赤
澤
浩
子

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一

番
地

〃

居
宅
介
護

支
援

三
七
七
〇
六

〇
〇
一
五
七

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
み

ど
り

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
二

一
七
六
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ

ッ
ク
香
川
み
ら
い

理
事
長

名
倉
毅

さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
二

一
七
六
番
地

〃

訪
問
介
護

三
七
七
〇
七

〇
〇
〇
九
八

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ミ
モ
ザ

園東
か
が
わ
市
白
鳥
一
七
五

四
番
地
一

株
式
会
社
メ
デ
ィ
カ
ル
・

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

太
田
佳
子

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
七

五
八
番
地

〃

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

三
七
七
〇
一

〇
二
六
七
五

痴
呆
性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
第
五
若
葉
荘

高
松
市
三
谷
町
一
六
四
三

番
一

医
療
法
人
社
団
青
冥
会

理
事
長

藤
田
榮
一

高
松
市
三
谷
町
一
六
八
〇

番
地
一

平
成
十
五
年

十
一
月
四
日

〃

三
七
七
一
五

〇
〇
七
一
一

ハ
ウ
ス
リ
フ
ォ
ー
ム
福
祉

事
業
部

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮

二
九
七
番
地
四
二

有
限
会
社
ハ
ウ
ス
リ
フ
ォ

ー
ム

代
表
取
締
役

村
山
好
治

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮

二
九
七
番
地
四
二

〃

福
祉
用
具

貸
与

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

東
か
が
わ
市
川
東
一
二
二
二
番
二
地
先

か
ら

東
か
が
わ
市
白
鳥
字
寺
前
一
七
五
五
番

一
地
先
ま
で

前

二
六
・
〇

〜
六
二
・
〇

三
九
八

市
道
移
管
に

伴
う
変
更

後

一
九
・
六

〜
三
八
・
〇

三
九
八

東
か
が
わ
市
川
東
一
二
二
二
番
二
地
先

か
ら

東
か
が
わ
市
川
東
一
二
四
一
番
五
地
先

ま
で

前

二
六
・
〇

〜
三
〇
・
四

一
八
四

後

二
二
・
六

〜
二
七
・
六

一
八
四

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

四



平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

室
本
流
岡
線
（
二
百
三
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

丸
亀
詫
間
豊
浜
線
（
二
十
一
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年

十
二
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

岡
本
高
瀬
線
（
二
百
二
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

観
音
寺
市
高
屋
町
字
暮
賀
五
八
三
番
一

地
先
か
ら

観
音
寺
市
高
屋
町
字
原
ノ
町
四
〇
三
番

三
地
先
ま
で

前

九
・
二

〜
一
〇
・
八

三
四
五

道
路
整
備
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

一
七
・
四

〜
二
一
・
六

三
四
五

変

更

前
後
別

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

前

観
音
寺
市
室
本
町
字
西
丸
山
六
八
〇
番

三
地
先
か
ら

六
・
四

〜

二
、
二
八
〇

道
路
整
備
事

業
計
画
に
よ

る
拡
幅
及
び

観
音
寺
市
八
幡
町
一
丁
目
甲
三
四
二
七

番
四
地
先
ま
で

四
〇
・
七

バ
イ
パ
ス
の

建
設

観
音
寺
市
室
本
町
字
西
丸
山
六
八
〇
番

三
地
先
か
ら

観
音
寺
市
八
幡
町
一
丁
目
甲
三
四
二
七

番
四
地
先
ま
で

六
・
四

〜
四
〇
・
七

二
、
二
八
〇

後

観
音
寺
市
室
本
町
字
西
丸
山
六
八
〇
番

三
地
先
か
ら

観
音
寺
市
高
屋
町
字
三
ノ
坪
五
六
二
番

二
地
先
ま
で

八
・
三

〜
三
四
・
〇

一
、
四
五
〇

観
音
寺
市
高
屋
町
字
三
ノ
坪
五
六
二
番

二
地
先
か
ら

観
音
寺
市
八
幡
町
三
丁
目
甲
三
五
九
七

番
一
地
先
ま
で

一
九
・
〇

〜
四
八
・
四

九
〇
〇

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

五



●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

二
級
河
川
財
田
川
水
系
財
田
川
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
年
香
川
県
告
示
第
二
百
八
号
で
指
定
し
た
河
川

法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

変
更
区
域

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
地
内
（
次
の
図
面
の
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
）

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
、
次
の
者
に
高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
行
料
及
び
係
船
料
）
の
徴
収
事

務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

名

称

ジ
ャ
ン
ボ
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

住

所

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
新
港
町
三
番
七
号

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
号

昭
和
四
十
七
年
香
川
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号
（
高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
）
で

告
示
し
た
次
の
者
に
対
す
る
高
松
港
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
行
料
、
け
い
船
料
、
停
泊
料
）
の
収
納
事
務

の
委
託
を
平
成
十
五
年
十
月
十
日
解
除
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

名

称

加
藤
汽
船
株
式
会
社
高
松
支
店

住

所

高
松
市
朝
日
町
五
丁
目
一
二
番
一
号

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
百
七
十
号
（
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

数
値
の
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「

表
国
分
寺
の
項
中

「
を

」
に
改
め
る
。

」

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
岡
本
字
北
砂
子
八

七
七
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
岡
本
字
北
砂
子
八

七
九
番
一
地
先
ま
で

前

一
一
・
八

〜
一
二
・
二

一
〇

道
路
区
域
の

見
直
し
に
よ

る
変
更
及
び

不
用
物
件
化

後

一
三
・
二

〜
一
四
・
四

一
〇

平
成

三
年

度

中
層
耐
火
構

造
四
階
建

一
階
、
二
階
又
は
三
階
に
あ
る
も
の

〇

四
階
に
あ
る
も
の

〇

平
成

三
年

度

中
層
耐
火
構

造
四
階
建

一
階
、
二
階
又
は
三
階
に
あ
る
も
の

〇
・
七

四
階
に
あ
る
も
の

〇
・
七

平
成

十
四

年
度

高
層
耐
火
構

造
六
階
建

〇
・
八

・
七
九

・
七
六

九六四

公

告

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

六



●
香
川
県
公
告
第
六
百
四
十
九
号

森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
森
林

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
森
林
計
画
の
変
更
計

画
の
案
を
作
成
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

森
林
計
画
区
の
名
称

香
川
森
林
計
画
区

二

地
域
森
林
計
画
の
変
更
計
画
の
案
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
、
香
川
県
東
部
林
業
事
務
所
、
香
川
県
西
部
林
業
事
務

所
及
び
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
森
林
整
備
室

期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
二
十
三
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

キ
ョ
ー
エ
イ
松
島
店

高
松
市
松
島
町
二
丁
目
七
番
九
号

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
四
百
二
十
四
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

観
音
寺
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
デ
パ
ー
ト

観
音
寺
市
坂
本
町
五
丁
目
甲
一
三
九
一
番
地
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
観
音
寺
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

騒
音
及
び
照
明
等
の
環
境
問
題
に
関
し
て
問
題
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

す
る
者
が
配
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
告
示
第
三
百
七
十
五
号
）
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
を
配
慮
し
た
上
で
、
誠
意
あ
る
対
応
を
行
う
こ
と
。

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

観
音
寺
市
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
二
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

七



赤
十
字
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
奥
映
子
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
平
成
十
五
年
十
一

月
六
日
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

事
件

要
求
内
容
の
完
全
獲
得
を
目
的
と
す
る
本
組
合
と
そ
の
相
手
方
で
あ
る
高
松
赤
十
字
病
院
並
び
に
日

本
赤
十
字
社
に
対
す
る
争
議

二

日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日
午
前
零
時
以
降
要
求
貫
徹
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
―
三
、
高
松
赤
十
字
病
院
の
構
内
又
は
職
場

四

争
議
行
為
の
概
要

前
記
場
所
に
お
け
る
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
、
連
続
的
あ
る
い
は
断
続
的
に
す
べ
て
の
業
務
の
停

止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
為
の
一
切
の
争
議
を
単
独
又

は
併
用
し
て
行
な
う
。

但
し
、
救
急
患
者
及
び
入
院
中
の
重
傷
患
者
の
た
め
の
保
安
の
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
保
安
要
員
若

干
名
を
除
く
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
三
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
二

月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
馬
越
岡
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良

事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
馬
越
岡
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
田
川

沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

退

任

年

月

日

種

類

監

事

宮
武

鶴
松

三
豊
郡
山
本
町
大
字
大
野
一
四
五
番
地

平
成
一
五
、
一
〇
、
二
四

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
川
津
町
字
東
山
二
二
三
〇
―
二

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
木
太
町
四
二
三
二
番
地
三

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
市
場
か
ら
と
地
区

〃

高
松
市
一
宮
土
地
改

良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
成
合
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
西
植
田
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
葛
谷
北
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

八



谷
本

洋

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
東
川
崎
町
一
丁
目
一
番
三
号

川
重
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿
二
眞
三
郎

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
一
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部

２

排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
〇
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部
及
び
同
地
先
町
道

排
水
管
（
直
径
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部
及
び
同
地
先
町
道

排
水
敷
地
（
面
積
二
一
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部

３

公
園

公
園
（
面
積
一
四
一
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
一
八
〇
―
二
の
一
部

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
東
川
崎
町
一
丁
目
一
番
三
号

川
重
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿
二
眞
三
郎

香

川

県

報

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

（
第
九
〇
八
二
号
）

九
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年
十
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